福島県移住コーディネーター（いわき地域）募集要項
～募集期間 令和８年２月２６日（木）１７：００必着～
募集概要
	名　　称
	福島県移住コーディネーター（いわき地域）

	業務内容
	（１）移住希望者等への相談対応に関する業務
※移住・二地域居住等を希望する方への相談対応（電話、電子メール、面談及びオンラインによる相談対応、現地案内、市町村や受入団体との連絡・調整等）
（２）移住希望者等に向けた情報発信に関する業務
※関連ホームページや移住情報サイト、ＳＮＳ等での情報発信
（３）移住セミナー等の企画・参加に関する業務
　　※福島県や公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構等が主催する移住イベント等へ出展、相談対応
　　※IWAKIふるさと誘致センターが主催する移住セミナーや移住イベントの企画・運営
（４）移住後の定着に向けた支援に関する業務
※移住後のアフターフォローやIWAKIふるさと誘致センターが主催する移住者交流会の企画・運営
（５）市町村、関連団体等との連携及び情報収集に関する業務
※市町村、事業者、関連団体等への訪問及び移住に関する支援策・求人・住まい情報、子育て情報等の収集

	募集対象者
	（１）移住希望者等に対する相談業務や移住に関する助言、移住者の誘致等に携わった経験がある方、又はこれに相当する知識を有する方、若しくは当該知識を習得する意欲を有すると認められる方
（２）積極性・協調性を有し、市町村や関係団体等と協力して本県の移住・定住の促進や本県と関わる人材の創出・拡大に取り組んでいただける方
（３）心身ともに健康で誠実に職務ができる方
（４）普通自動車運転免許を有する方
（５）パソコン（エクセル、ワード等）の操作ができる方
（６）いわき市内に居住し、勤務が可能な方

	採用予定人数
	１名

	勤 務 地
	福島県いわき地方振興局 復興支援・地域連携室

	勤務条件
	（１）報酬額
日額１２，３３０円（参考：月額換算２０９，６１０円以内）
※退職金なし。
（２）採用期間
採用の日から令和９年３月３１日まで
（３）勤務日
月１７日（週５日以内）
※業務（イベント等）によっては、土日祝祭日の勤務もあり。
※イベント等により、県内外への出張（場合によっては宿泊有）もあり。
（４）勤務時間
午前９時００分から午後５時１５分まで
※業務によっては時間の変更あり。
※１日につき７時間４５分を超えない範囲とし、１週間に付き２９時間以内。休憩は１時間。
（５）その他
①年次有給休暇あり。
②雇用保険・健康保険・厚生年金保険は原則適用。
③通勤手当あり（通勤距離が片道２ｋｍ未満の場合は支給なし）。
④期末手当あり（県の規定に基づく）。
⑤報酬は月末締めの翌月７日支給。
⑥地方公務員法上の服務規程（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等）が適用され、服務規定に違反した場合には、懲戒処分の対象となります。
⑦営利企業への従事は、報告等の要件を満たす場合には可能です。

	雇用形態
	地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（非常勤）として企画調整部企画調整課長が任用します。

	募集期間
	令和８年２月４日（水）～２月２６日（木）午後５時必着
※ただし、一定数の応募があった場合には早期に募集を締め切る場合もあります。

	提出書類等
	（１）提出書類
福島県移住コーディネーター申込書（様式１）
※添付書類（任意）：これまでの経験や実績に関して提供可能なものがあれば添付。
（２）提出先
福島県いわき地方振興局 復興支援・地域連携室
〒９７０－８０２６
いわき市平字梅本１５番地
電話０２４６－２４－６２５３　
メールアドレスiwaki.chiikirenkei@pref.fukushima.lg.jp
（３）提出方法
郵送、メール又は持参のいずれかによる。

	選考方法
	（１）一次選考　書類審査
合格者にのみ面接の場所及び日程を別途電話連絡します。
（２）二次選考　面接（面接日時：令和８年３月初旬頃）
結果は、面接の日から７日以内に全員に文書で通知します。

	応募者が負担するもの
	（１）応募及び現地面接に係る費用
（２）採用された場合、県外の方は、本県までの交通費及び引越に要する費用（※住居等の貸与、提供はありません。）

	お問い合わせ先
	福島県いわき地方振興局 復興支援・地域連携室
〒９７０－８０２６
いわき市平字梅本１５番地
電話０２４６－２４－６２５３

	備　　考
	申込用紙の電子データは、福島県いわき地方振興局のホームページに記載します。（福島県ホーム > 組織で探す > いわき地方振興局）




